
平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日
提
出

質

問

第

七

一

号

所
得
税
法
の
「
寡
婦
控
除
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

中

根

康

浩
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所
得
税
法
の
「
寡
婦
控
除
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
五
年
十
二
月
の
臨
時
国
会
に
お
い
て
民
法
が
改
正
さ
れ
、
結
婚
し
て
い
る
男
女
間
の
子
ど
も
と
、
結
婚
し
て
い
な

い
男
女
間
の
子
ど
も
の
遺
産
相
続
に
お
け
る
相
続
分
は
平
等
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
依
然
と
し
て
、
所
得
税
法
に
お
け
る
「
寡
婦
控
除
」
は
、
死
別
や
離
別
な
ど
、
過
去
に
結
婚
歴
の
あ
る
一
人
親
を

対
象
と
し
、
同
じ
一
人
親
で
も
結
婚
歴
の
な
い
場
合
は
対
象
と
し
て
い
な
い
。
控
除
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
、
納
税
額
が
増
え

税
額
に
応
じ
て
負
担
す
る
保
育
料
な
ど
の
生
活
に
係
る
負
担
が
重
く
な
る
。

結
婚
歴
の
有
無
で
、
一
人
親
世
帯
や
、
そ
の
子
ど
も
に
格
差
が
生
じ
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
「
寡
婦
控
除
」
に
係
る
所
得
税
法
を
改
正
し
て
、
「
寡
婦
控
除
」
の
適
用
を
「
結
婚
歴
の
な
い
一
人
親
」
に
拡
大

す
る
改
正
を
行
う
か
、
も
し
く
は
、
保
育
料
の
減
免
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
「
寡
婦
控
除
の
み
な
し
適
用
」
の
促
進
に
つ
い
て
、

自
治
体
と
協
議
す
る
こ
と
な
ど
を
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
。
政
府
の
ご
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


